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問１ 既に加算の届出済みの法人が年度途中で新規事
業所を立ち上げ、当該事業所でも加算を算定し
ようとする場合、手続きはどのようになるか。

答１ 以下の2通りの方法があります。
①既存の事業所と一括で届け出る場合
②新規事業所単独で届け出る場合
申請手続きと同時に提出する場合、新規事業所
に事業所番号が付与されていないと思われます
ので、事業所番号欄は空欄で結構です。
※なお、上記①の場合は、届け出た複数の事業所で加算を流用す
ることができるのに対し、②の場合は、加算額を当該新規事業所
だけで使用することとなります。 １
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問２ 提出書類は何か。
答２ 以下のとおりです。

○…必須 △…該当する場合は必要 ×…不要
※１ 原則不要ですが、新規取得や加算区分の変更の際に、

提出を求めることがあります。
※２ 個表の同封を忘れている場合が多数見受けられます。

処遇改善加算のみ算定 特定加算も併せて算定
別紙様式２－１ ○
別紙様式２－２（個表） ○ ○
別紙様式２－３（個表） ○
別紙様式２－４ △
別紙４ △
就業規則等 ×（※１）

２

○届出について



○対象職種について（共通）
※対象職員は、処遇改善加算と特定処遇改善加算で異なります。
問１ 派遣労働者は対象となるか。
答１ 対象となります。

派遣元と相談のうえ、計画書や実績報告に対象と
する派遣労働者も含めて作成してください。

問２ 「一時金支払日まで在籍している者のみ支給す
る」という取扱いは可能か。

答２ 賃金改善額が加算額を上回る要件を満たしてい
る場合、一部の職員を対象としなくても構いま
せん。ただし、対象者、支払い時期、賃金改善
額等を計画書等に明記し、職員に周知すること
が、必要です。 ３



※対象職員は、処遇改善加算と特定処遇改善加算で異なります。

・処遇改善加算について、
問１ 管理者は対象となるか。
答１ 管理者は対象外です。

ただし、直接処遇職員と兼務する場合を除きま
す。

問２ 法人役員は対象となるか。
答２ 法人役員については、該当職種に従事しており、

役員報酬とは別に賃金が支払われていれば、
その賃金に対する改善分について加算の充当が
認められます。
※詳しい対象職種については、通知をご覧ください。 ４
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・特定処遇改善加算については、
障害福祉サービス事業所等に従事する全ての職員が
対象となる。経験・技能や職種に応じて各グループに
割り振ります。

・a 経験・技能のある障害福祉人材

・b 他の障害福祉人材

・c その他の人材

５
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問１ 管理者は、どのグループに該当するか。
答１ シフト上、管理者が障害福祉人材と兼務して

いることが明確な場合、aグループ又はbグ
ループとなります。
なお、管理業務のみに専従している場合、
ｃグループとなるが、賃金改善前の賃金が
440万円を上回る場合は対象外です。

問２ 看護師や事務員はどのグループに該当するか。
答２ 障害福祉人材以外は、cグループとなります。

６
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問１ 前年度の賃金総額等とは何か。
（別紙様式２－１）

答１ 原則、加算を取得する前年の1～12月の実績です。
通常2月末が届出の提出期限となることから、
便宜的な基準として前年1月～12月としています。
なお、前年度実績が12ヵ月に満たない場合は、
12ヵ月サービスを提供していたと仮定して推計
します。（例）3ヵ月実績×４＝12ヵ月

７
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問２ 賃金改善実施期間はどうなるか。
答２ 原則、4月（年度途中で加算を取得する場合、

当該加算を取得した月）から翌年3月となります。
なお、4月から算定した場合、加算の支払いが
6月になるので、6月からの1年間として扱うこ
とも可能です。

なお、以下の点にご留意ください。
・加算の算定月数と同じ月数であること。
・前年度の賃金改善期間と重複しないこと。

８
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問３ 一月あたりの障害福祉サービス等報酬総単位
とは何か。

答３ 前年1月から12月の障害福祉サービス等報酬
総単位数（※１）を12で除したものです。
なお、新規取得や12ヵ月に満たない場合は、
一月あたりの標準的な単位数として見込まれ
るものを記載してください。

※１ 各種加算減算含む。
（処遇改善加算及び特定処遇改善加算は除く。）

○計画書作成について

９



・キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすに要す
る費用は、算定要件における賃金改善額に含まれま
せん。

・介護保険法における「介護職員処遇改善加算」につ
いては、別々に計画書を作成のうえ、それぞれの所
管課に提出してください。
※按分等により、重複しないようにすること。

１０
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・計画書は、手順通りに入力をすると関数により自動
転記されるセルがあります。作成の際は、手順に従い
入力してください。

２－２から自動転記します。

着色のセルを、
入力してください。

１１
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問１ 実績報告の提出期限はいつか。
答１ 実績報告の提出期限は、例年7月末です。

実績報告の提出は、要件のひとつであり提出が
必要です。

問２ 実績報告で賃金改善額が加算額を下回る場合、
どうすればよいか。

答２ 賃金改善額が加算による収入額を上回ることが
要件であり、原則、全額返還となります。
また、翌年度に差額を繰り越すことは出来ません。
この場合は、一時金や賞与として支給し、実績報告に計上すること。
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